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前回審査会（平成 27 年 1月 7 日）における指摘事項 

番号 指 摘 事 項 都 市 計 画 決 定 権 者 ・ 事 業 者 の 考 え 方 

１ 事業実施想定区域の位置について、武豊

町地内の区域を事業実施想定区域に選定

した考え方はどうか。 

当初、半田市クリーンセンター敷地内を建設予定地として、ごみ処理施設の環境影響

評価の手続きを実施していました。 

しかし、当該建設予定地が最終処分場跡地（旧法処分場跡地）であったため、平成 23

年 9 月、廃棄物層保有水の一部から一般廃棄物最終処分場に適用される廃止基準値を超

えるダイオキシン類等が検出されたことから、その対策工事を実施する必要が生じ、対

策工事には、多額の費用と時間が必要となることが判明しました。 

そのため、供用開始時期を 5年間延伸（検討期間 1.5 年、対策工事 2.5 年、アセス再

調査 1年）し、平成 34 年 4 月としました。さらに、代替候補地が存在するのか、2市 3

町で改めて検討することとしました。 

この代替候補地の選出条件としては、平成 34 年 4 月に供用開始できるよう、平成 25

年度中に地権者・地元合意を得ることが明らかに困難な土地及び法規制を受ける土地を

除くこととしました。 

その結果、半田市の建設予定地と代替候補地 3箇所（常滑市地内、武豊町地内及び南

知多町地内）について、土地利用環境面、用地買収面及び経済面から比較検討しました

（別紙参照）。 

その結果、構成市町 2市 3町の首長の合意により、武豊町地内の区域のみが代替地に

なりうるとして、武豊町地内の区域を事業実施想定区域に選定しました。 
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番号 指 摘 事 項 都 市 計 画 決 定 権 者 ・ 事 業 者 の 考 え 方 

２ 事業の規模について、処理能力を 283t/

日に決定した考え方はどうか。 

事業の規模（処理能力）は、上位計画である「知多南部地域循環型社会形成推進地域

計画第二期（平成 25 年 12 月一部変更）」において 283t/日と設定しています。 

この 283t/日は、同計画の最終年度（平成 29 年度）の年間処理量（76,286t/年）を、

実稼働率等で除して算出しました。 

 年間処理量の推移は下表のとおり減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、年間処理量は、生活系ごみ量、事業系ごみ量及び脱水汚泥量の合計です。この

うち、①生活系ごみ量は、構成市町ごとに過去の処理量の推移の動向やごみ減量化目標

値を勘案して設定したごみ処理原単位と将来推計人口を乗じて算定しました。②事業系

ごみ量は、過去の処理量の推移の動向から算定しました。③脱水汚泥量は、し尿処理施

設の将来脱水汚泥量を採用しました。 

次年度以降、最新のデータ等により、事業の規模の見直しや検討を行い、その結果は、

今後のアセス図書に反映したいと考えています。 

 

３ 施設が安全に建設できるか、事業実施想

定区域の周辺埋立地の地盤調査結果があ

るとよい。 

今後、施設の建設に当たっては、詳細な地盤調査を行い、安全な構造となるよう設計・

施工してまいります。 



別　紙


